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・１４ページから１６ページに新しい会則の記載例を追加しました。記載例の内容を取り入
れるかどうかをクラブ内で積極的にご検討ください（３１ページからのQ＆A集に考え方を
まとめております。併せてご確認ください）。　※強制ではございません。

・解散を検討しているクラブは解散だけでなく、１度活動を休止し、４月１日を起算日として
１年間、クラブ体制を組み直す期間を設ける「休会」という制度がございます。ご希望の場
合は松戸市高齢者支援課までお問い合わせください。

令和８年度松戸市老人クラブ運営費等補助金申請書類の変更点について

・５ページの「老人クラブ活動区分」の各事業の定義を整理しました。それに伴い、「事業
計画書」、「収支予算書」、「事業報告書」、「収支決算書」の内容をご記入ください（事業計
画書に研修費の支出元にあたる研修事業を必ず１つ以上入れ、収支予算書および収支
決算書の研修費に計上してください）。

・８ページの令和８年度事業計画書の表面下部に松戸市ホームページへの活動内容掲
載の可否を記入する欄がございます（令和７年度同様、松戸市ホームページへの掲載を
しても問題がなければ何も記入する必要はございません）。

・令和７年度中の新規加入者の入会のきっかけ、退会者の退会理由を手引き１２ページ
の「会員名簿の書き方」を基にご記入をお願いいたします。

・６ページに補助金の運営費・研修費の使途の具体例をまとめました。今後、補助金の使
い道の目安としてください。

・１０ページの収支予算書および２３ページの収支決算書の書式を変更いたしました。
また、市からの補助金である運営費および研修費に係る経費の「領収書（レシート）の写
し」の提出を全クラブ必須といたします。お手数ですが、ご提出いただきますようお願いい
たします。



市では、老人福祉法（昭和38年法律第133号）の趣旨に則り、市内の高齢者の

皆様の健康増進と相互親睦の向上を図るため「松戸市老人クラブ運営基準(P3)」

に適合する老人クラブへ運営費等の補助金を交付します。

【補助金の流れ】

※今回、①（来年度の申請）と④（今年度の実績報告）の書類を併せてご提出いただきます。

１．団体名（クラブ名）：会則で定めた名称を記入する。

（よく間違える記入例）　　

　　会　則    　＝ 　松戸一丁目はつらつクラブ　 （会則の名称）

　 　　誤り例 　＝　松戸１丁目はつらつクラブ（一丁目が正しい）

　　　　　　　　＝　一丁目はつらつクラブ（松戸が抜けている）

　　　　　　　　＝　松戸支部松戸一丁目はつらつクラブ（松戸支部は不要）

２．誤記の訂正

（１）誤記の部分に線を引く。

　（例１）漢字の場合、間違いの部分に線を引き、上部等に正しい字を

　　　記入して下さい

　（例２）数字の場合、数字全部に線を引き、上部等に正しい数字を

　　　記入して下さい

（例１の場合） （例２の場合）

15,000

　松　土　市 12,000

※請求書・口座振替依頼書・委任状は訂正できませんので、

新たに正しいものを作成してください。

書類作成：記入上の注意事項

 戸

－１－

はじめに

※会員名簿につきましては、指定の訂正方法にて書類を
作成してください（Ｐ.１１～１２参照）。

各単位クラブ

松戸市 高齢者支援課

①申請・請求

４月頃

②振込
６月頃 ③活動 ④実績報告

翌年３月頃

⑤精算

翌年５月頃



（２）間違った訂正方法

①　修正液（ホワイト等）の使用はできません。

②　間違えた場所に紙を貼り記入する事はできません。

※上記方法で訂正された場合、申請時に別の用紙に書き換えて

　頂く場合があります。

（３）住　所

　①　正しい記入例　（特に方書きのある場合）

松戸市常盤平一丁目１００

常盤平団地　Ａ－１－１０１

　②　間違った記入例

松戸市常盤平団地　Ａ－１－１０１

３．申請書類の押印について

市の押印見直し指針に基づき、原則として押印不要となりましたが

請求書・口座振替依頼書・委任状には引き続き押印が必要となります。

（請求書類には必要となります）

押印漏れがあった場合は再度提出となりますのでご注意ください。

４．決算書

会計の方の記名・押印は不要です。

５．チェックリストをご活用ください

書類提出前の確認用にご活用ください。

（送付書類に不備がないか必ずご確認ください）

６．休会・解散をご検討されている場合

　クラブの休会もしくは解散をご検討されている場合は、必ず事前に

以下の項目をご確認ください。

□ 所属するはつらつクラブ連合会支部の支部長に報告・相談ください。

□ 休会もしくは解散についてクラブ会員の賛成を得てください。

　以上を確認し、休会もしくは解散の決定をされた場合には、改めて

書類を送付いたしますので、必ず高齢者支援課までご連絡ください。

書類作成：記入上の注意事項

－２－



１．目的

　　老人クラブは、地域の高齢者が自主的に組織し、高齢者の知識や経験

　を生かし、生きがいと健康づくりのための多様な社会参加活動を通じ、

　老後の生活を健全で豊かなものとし、明るい長寿社会づくりに寄与する

　ことを目的とする。

２．組織

（１）会員の年齢は、おおむね６０歳以上とする。但し、老後の社会活動

　の円滑な展開を図るため、６０歳未満の会員の加入を妨げてはならない

　ものとする。

（２）会員は、クラブ活動が円滑に行われる程度の同一小地域内に居住す

　るものとする。

（３）会員数は、おおむね３０人以上とする。

（４）老人クラブ会員の互選による代表者を１名、また、必要に応じ役員

　を置くことができるものとする。

（５）組織及び運営に関する会則を設けるものとする。

（６）老人クラブは、一定の事務所を置くものとする。

３．運営

（１）老人クラブの運営は、会員により自主的に行われるものとする。

（２）会員は、クラブ活動費に充てるため定期的に会費を納入するものと

　する。

４．活動

　　老人クラブは、会員の生きがいを高めるために、次のクラブ活動を総

　合的に実施するものとする。

（１）社会奉仕活動事業（５ページ参照）

（２）文化活動事業（５ページ参照）

（３）健康増進事業（５ページ参照）

（４）研修事業（５ページ参照）

（５）その他運営上の工夫

　　老人クラブの活動は、年間を通じて恒常的かつ計画的に実施するもの

　とし、相当数の会員が常時参加するものとする。

松戸市老人クラブ運営基準

－３－



５．経費

　　老人クラブは、クラブ活動にかかる収入及び支出の状況を常に明確に

　しておくとともに、関係帳簿及び証拠書類を事業終了後５年間保存して

　おくものとする。

　　また、資金は、会長名義またはクラブ名義をもって預金し、会計が保

管するものとする。

　簿冊の備え付けは次のとおりとする。

(1) 事業計画書（８～９ページ参照）及び収支予算書（１０ページ参照）

(2) 事業報告書（２１～２２ページ参照）及び収支決算書（２３ページ参照）

(3) 会則（１４～１６ページ参照）

(4) 会員名簿（１１～１２ページ参照）

(5) 会計簿：現金出納帳・科目別整理簿

(6) 証拠票綴り：領収書等によるお金の使用明細綴り

(7) 議事録：総会、定例会の議題、検討事項等の記録

(8) 備品台帳：適宜作成

(9) 諸文書綴り：国・県・東葛飾・市老連からの会報、連絡事項等綴り

(10)その他必要な書類

－４－



 社会奉仕活動 　清掃・環境美化運動　防火・防災運動　交通安全・防犯運動

　　　   事業 ひとり暮らし・ねたきり高齢者・福祉施設への訪問（友愛訪問） 　

地域行事の手伝い等

その他：社会奉仕活動に係る経費

 文化活動事業 映画・演劇・演芸鑑賞　趣味・サークル活動（短歌、カラオケ、

俳句、書道、茶道、端唄、民謡、舞踊、楽器、トリコロキューブ

その他：文化活動に係る経費（役員会、会長会の経費は事務費に計上）

 健康増進事業 体力測定　ハイキング　ウォーキング　ゲートボール　モルック

グラウンド・ゴルフ　ペタンク　ボッチャ　太極拳　ボウリング

卓球　ソフトバレー　ミニテニス　ゴルフ（パーク・パター含む）　

健康体操（猫背改善、肩こり・膝痛・腰痛予防、呼吸法）等

その他：健康増進に係る経費

 研 修 事 業

介護予防・認知症予防に関する講座　交通安全教室　防災研修会等

その他：研修事業に係る経費

※　老人クラブ活動区分の内容欄に記載された事業は「事業計画書」と「事業報告書」
    に記入し、「予算書」と「決算書」にそれぞれの事業経費を計上する。

※　研修費については、老人クラブ主催の研修事業に係る経費だけでなく、市やはつ
　　らつクラブ連合会（支部を含む）が主催する研修事業への参加に係る経費（交通費
    等）も予算書及び決算書に計上できます。

※　松戸市にてパートナー講座（出前講座）を実施してお
　　ります。詳しくは、こちらの2次元コードからご覧く
　　ださい。

－５－

（上記３つの事業
に分類できない会
員向けの事業）

老 人 ク ラ ブ 活 動 区 分

事　業　名 内　　　　　容

補
　
助
　
金
　
の
　
対
　
象
　
事
　
業

古切手等寄贈　公共物の管理　子ども食堂　廃品回収

小学校での読み聞かせ等の世代間交流　募金活動の協力　

囲碁、将棋、健康麻雀、手工芸、合唱、写真散策等）作品展開催等

研修旅行　工場等社会施設の見学　他団体の活動視察

組織運営・内部管理研修（会計実務研修、IT研修、役員引継ぎ研修

コンプライアンス研修等）　他団体が主催する研修事業への参加



　【運営費・研修費の定義】

運営費の補助対象

○会議費（会場使用料、お茶代等）

○通信費（切手・電話・郵送）

○消耗品費

（コピー用紙・封筒・インク代）

○印刷製本費（会報・資料・勧誘チラシ）

○事務用品（パソコン・コピー機）

○保険料（団体活動保険）

○会計ソフト代

○その他、会の管理運営に直接必要と認めら

　れる経費

研修費の補助対象

○講師謝礼金

○会場使用料

○研修器材・消耗品購入費

○研修旅行（施設入館料、バス代）

○他団体講座参加時の交通費

○その他、会員の知識・技能向上を目的とす

　る事業

－６－

　光ツアー、親睦旅行等）に係る経費

×飲食主体の事業（宴会、懇親会、打ち上げ、

　会食目的の集まり等）に係る経費

×その他、会員の知識・技能向上を目的としな

　い事業

運営費・研修費の使途まとめ

×個人の利益となるもの（見舞金、香典、商品

　券・お弁当配布、会員への祝い金等）

×完全な娯楽（旅行、観劇、カラオケ大会、

　懇親会等）に係る経費

×募金、寄附金、義援金、神社などへの奉納金

研修費の補助対象にならないもの

×その他、会の管理運営に直接必要と認められ

※６０歳以上の会員のみで行われる事業、もしくは６０歳以上の会員および６０歳未満の会員
　の共同で行う事業を補助金の対象とみなします。

×完全なレクリエーション（慰安旅行、観

　運営費：会の維持・管理に必要な経費

　研修費：会員の知識及び技能の向上を目的とする事業経費

　ない経費

運営費の補助対象にならないもの

補助対象の事業かどうか、判断が難しいものを次のとおりまとめました。



第1号様式

  　  　  松戸市老人クラブ運営費等補助金交付申請書

令和８年　　月　　日

 （あて先）松戸市長     

　　

住 所 　松戸市松戸一丁目１１

団 体 名 　松戸一丁目はつらつクラブ

代表者名 　会長　松戸　一

　　令和８年度において、松戸市老人クラブ運営費等補助金の交付を

　受けたいので、松戸市補助金等交付規則第３条の規定により下記のと

　おり申請します。

記

（運営費　７３，９２０円）

（研修費　６９，９６０円）

　（１）事業計画書

　（２）予算書

　（３）会員名簿

　（４）代表者届

　（５）会　則

２ 添付書類

１ 補助金申請額 １４３，８８０     円

－７－

記載例

日付は記入しないでください。



項目 回 回 回 回

月 数 数 数 数

友愛訪問 ○○周辺地域など 2 写真散策 戸定邸周辺 1 ゲートボール ○○公園 2 交通安全講話 ○○警察署 1

4 防犯パトロール ○○小学校周辺 10 囲碁、将棋 ○○自治会館 1 グラウンドゴルフ ○○公園 2

月 本の読み聞かせ ○○保育園、小学校 1 民謡・舞踊練習 松戸市民会館 2 なのはな体操 ○○公園 2

清掃・環境美化活動 ○○公園 2 健康麻雀 ○○自治会館 1 ゲートボール大会 松戸運動公園 2 日帰り研修旅行 戸定邸巡り 1

5 友愛訪問 ○○周辺地域など 2 トリコロキューブ練習 ○○市民センター 1 グラウンドゴルフ大会 松戸運動公園 2

月 防犯パトロール ○○小学校周辺 10 囲碁・将棋 松戸市民会館 2 体力検査 松戸市民会館 1

清掃・環境美化活動 ○○公園 1 カラオケ ○○カラオケ店 1 ゲートボール ○○公園 2 他団体活動視察 ○○クラブ活動場所 1

6 防犯パトロール ○○小学校周辺 10 民謡・舞踊練習 松戸市民会館 1 グラウンドゴルフ ○○公園 2

月 本の読み聞かせ ○○保育園、小学校 1 トリコロキューブ大会 ○○市民センター 2 なのはな体操 ○○公園 2

モルック ○○公園 2

友愛訪問 ○○周辺地域など 2 健康麻雀 ○○自治会館 1 ゲートボール ○○公園 2 熱中症予防講座 ○○市民センター 1

7 防犯パトロール ○○小学校周辺 10 囲碁、将棋 ○○自治会館 1 グラウンドゴルフ ○○公園 2

月 民謡・舞踊練習 松戸市民会館 2 ラジオ体操 ○○公園 2

ボッチャ ○○市民センター 2

友愛訪問 ○○周辺地域など 2 健康麻雀 ○○自治会館 1 ゲートボール ○○公園 2 手話講習会 ○○自治会館 1

8 本の読み聞かせ ○○保育園、小学校 1 囲碁、将棋 ○○自治会館 1 グラウンドゴルフ ○○公園 2

月 子ども食堂 ○○自治会館 2 民謡・舞踊練習 松戸市民会館 2 なのはな体操 ○○公園 2

ペタンク ○○公園 2

社会奉仕の日 ○○駅周辺など 1 囲碁・将棋 松戸市民会館 1 ゲートボール ○○公園 2 パソコン・スマホ教室 ○○市民センター 1

9 防犯パトロール ○○小学校周辺 10 民謡・舞踊練習 勤労会館 1 グラウンドゴルフ ○○公園 2

月 廃品回収 各会員宅 1 作品展開催 松戸市民会館 2 ラジオ体操 ○○公園 2

ボウリング ○○ボウリング場 2

活動場所研 修 事 業文 化 活 動 事 業

松戸市ホームページへの掲載を控えてほしいクラブは「不可」に丸を付け、理由を明記してください。

　　　　　　　　　　　不可　　　　　　　　　　理由：

備　　考

※裏面もご記入ください令　和　８　年　度　事  業　計　画　書

　◎この書類は申請の際に添付する

社 会 奉 仕

活 動 事 業
活動場所 活動場所 活動場所健 康 増 進 事 業

―
８

―

（団体名　：　松戸一丁目はつらつクラブ　）

会則のクラブ名を記入してください

記載例

事業を行う場所をそれぞれ記入してください

研修費の支出元となる研修事業を
必ず１つは入れてください



項目 回 回 回 回

月 数 数 数 数

友愛訪問 ○○周辺地域など 2 健康麻雀 ○○自治会館 1 ゲートボール大会 松戸運動公園 2 認知症予防講演会 松戸市民劇場 1

10 共同募金活動 ○○駅周辺 1 トリコロキューブ練習 ○○市民センター 1 グラウンドゴルフ大会 松戸運動公園 2

月 清掃・環境美化活動 ○○公園 1 民謡・舞踊練習 勤労会館 1 なのはな体操 ○○公園 2

本の読み聞かせ ○○保育園、小学校 1 モルック ○○公園 2

清掃・環境美化活動 ○○公園 1 カラオケ ○○カラオケ店 1 ゲートボール ○○公園 2 成年後見制度講座 ○○自治会館 1

11 防犯パトロール ○○小学校周辺 10 トリコロキューブ大会 ○○市民センター 1 グラウンドゴルフ ○○公園 2

月 子ども食堂 ○○自治会館 2 民謡・舞踊練習 松戸市民会館 2 ラジオ体操 ○○公園 2

ボッチャ ○○市民センター 2

友愛訪問 ○○周辺地域など 2 健康麻雀 ○○自治会館 1 ゲートボール ○○公園 2 生活習慣予防料理講習 ○○調理室 1

12 囲碁、将棋 ○○自治会館 1 グラウンドゴルフ ○○公園 2

月 民謡・舞踊練習 松戸市民会館 2 体力検査 ○○自治会館 1

本の読み聞かせ ○○保育園、小学校 1

清掃・環境美化活動 ○○公園 1 健康麻雀 ○○自治会館 1 ゲートボール ○○公園 2 フレイル予防講習 ○○自治会館 1

1 防犯パトロール ○○小学校周辺 10 囲碁、将棋 ○○自治会館 1 グラウンドゴルフ ○○公園 2

月 本の読み聞かせ ○○保育園、小学校 1 民謡・舞踊練習 松戸市民会館 2 なのはな体操 ○○公園 2

ペタンク ○○公園 2

清掃・環境美化活動 ○○公園 1 写真散策 ２１世紀の森と広場周辺 1 ゲートボール ○○公園 2 悪質商法・詐欺対応講話 ○○警察署 1

2 友愛訪問 ○○周辺地域など 2 囲碁、将棋 ○○自治会館 1 グラウンドゴルフ ○○公園 2

月 防犯パトロール ○○小学校周辺 10 民謡・舞踊練習 松戸市民会館 2 ラジオ体操 ○○公園 2

社会福祉施設慰問 ○○老人ホームなど 1 健康麻雀 ○○自治会館 1 ゲートボール ○○公園 2 防災研修会 ○○自治会館 1

3 防犯パトロール ○○小学校周辺 10 囲碁、将棋 ○○自治会館 1 グラウンドゴルフ ○○公園 2

月 本の読み聞かせ ○○保育園、小学校 1 民謡・舞踊練習 勤労会館 2 なのはな体操 ○○公園 2

ボウリング ○○ボウリング場 2

活動場所

令　和　８　年　度　事  業　計　画　書 ※表面もご記入ください

研 修 事 業活動場所

歳末たすけあい

募金活動

活動場所

（団体名　：　松戸一丁目はつらつクラブ　）

―
９

―

活動場所

　備　　考

　◎この書類は申請の際に添付する

健 康 増 進 事 業
社 会 奉 仕

活 動 事 業
文 化 活 動 事 業

1

記載例

事業計画書は市とはつらつクラブ連合会で１部ずつ保管するため、合計２部提出をお願いいたします。



（単位：円）

金　　額 摘　　要 科　　目 財源内訳 金　　額 摘　　要

前年度からの繰越金
運 営 費
補 助 金

11,000 クリーン作戦事前打ち合わせ会場費

研 修 費
補 助 金

10,000 防災研修会場費（非会員含む）

会 費 等
自主財源

20,000 募金

個人会費
運 営 費
補 助 金

11,000 健康麻雀等の事務用品費

120,000 200円×12ヶ月×50人
研 修 費
補 助 金

20,000 舞踊講習の講師謝礼

会 費 等
自主財源

40,000 お弁当代

市運営費　73,920円
運 営 費
補 助 金

11,000 GG,GB等の保険料、事務用品費

町会補助金　20,000円
研 修 費
補 助 金

20,000 健康講座の会場費

会 費 等
自主財源

50,000 お弁当代

市研修費　69,960円
運 営 費
補 助 金

11,000 出前講座の案内チラシ印刷費等

研 修 費
補 助 金

20,000 認知症予防講演会交通費

会 費 等
自主財源

30,000 お弁当代

運 営 費
補 助 金

30,000
役員会・会長会の消耗品費

成人会員勧誘チラシ作成費

会 費 等
自主財源

0

8,000 市老連会費

2,000 支部会費

予　備　費
会 費 等
自主財源

5,000

団体名　　　松戸一丁目はつらつクラブ

代表者名　　会　長　松　戸　　　一

合  　計

預金利子他

文 化 活 動
事 業 費

健 康 増 進
事 業 費

研 修 事 業 費
（上記３つの事
業に分類できな
い会員向けの事
業）

※実績報告の際に、運営費および研修費を使った経費の領収書（レシート）をご提出いただきます。

補 助 金 及
び 助 成 金

93,920

研修費補助
及び負担金

69,960

事 業 収 入

会　費　等

公園清掃等

　令和８年　　月　　日

雑  収  入

－１０－

299,000299,000合  　計

4,000

580

繰  越  金

負　担　金
会 費 等
自主財源

収　　　　　入

令 和 ８ 年 度 収 支 予 算 書

事 務 費

支　　　　　出

科　　目

社 会 奉 仕
活 動 事 業 費

10,540

日付は記入しないでください。

記載例

合計の収入・支出の額は同額になります。

令和７年度収支決算書
（２３頁）の「支出繰越
金」と同じ金額になります。



番号 性 別 年 齢

1 男 68

2 男 81

3 男 58

4 女 76

5 女 70

6 女 68

7 男 ６７

8 女 89

9

10

男 人 人 人 人 人 人 人 人

女 人 人 人 人 人 人 人 人

計 人 人 人 人 人 人 人 人

会　員　名　簿　
                            （団体名：        松戸一丁目はつらつクラブ　　         )      　　　　　　　     NO.１

氏　　名 住　　　　　所 日中連絡がつく電話番号 役　職　名

令和７年度中の会員の
新規入会のきっかけ・退会理由
（手引き１２ページの選択肢から

番号をご記入ください）

○○○－○○○○

－○○○○
会長

塙　　　高志 松戸市松戸１丁目１２ ３６６－１１１２ 副会長

松　戸　　一 松戸市松戸１丁目１１

山田　次郎 松戸市松戸１丁目１３
○○○－○○○○

－○○○○
会計

千葉　やい 松戸市松戸１丁目１４ ３６６－１１１４ 女性部長

千石　千恵 松戸市松戸１丁目１５ ３６６－１１１５ 若手委員

歌　麿　　茜 松戸市松戸１丁目１６ ３６６－１１１６ 班長

穂　高　　高 松戸市松戸１丁目１７ ３６６－１１１７ ⑨

狩野　天恵 松戸市松戸１丁目１８ ３６６－１１１８ ④

松戸市

合計

松戸市

人

３０人未満の場合、会員が所属している

町会・自治会名を記入６０歳未満 ６０～６４歳 ６５～６９歳 ７０～７４歳 ７５～７９歳 ８０～８４歳 ８５～８９歳 ９０歳以上

人

人

―
 １

１
―

〔会員名簿の書き方〕

新規入会者の場合は、手引き１１ページに示されている【新規入会

のきっかけ】の選択肢から番号を選ぶ。
例：家族・友人に誘われたため、入会を決めた場合は④を記入する。

クラブ退会者の場合は、取り消し線を引き、手引き１１ページ

に示されている【クラブを退会した理由】の選択肢から番号を選ぶ。
例：家族の介護が必要になったため、退会した場合は、⑨を記入する。

クラブ退会者の欄は今年度は、欠番扱いで構いません。

※令和７年４月から９月までの新規入会者、退会者の理由が分からな
ければ「不明」とご記入いただいて結構です。

令和８年度より、１８歳から５９歳の会員が入ることを認めましたが、
会員数全体の過半数を超えると、補助金対象から外れるためご注意くだ
さい。



―
 １

２
 ―

〔会員名簿の書き方〕

●原則、会員全員全ての内容について記入をお願いいたします。

●名簿は、松戸市とはつらつクラブ連合会で１部ずつ保管するため、合計２部提出をお願いいたします。

●注意点

・他の会と重複して、同一の方を記載することはできません。

・松戸市外在住の会員を記載することはできません。

●新規入会者の記入方法

【新規入会のきっかけ】

令和７年度補助金申請時から現時点までに、新規入会した方の入会のきっかけを、下記の選択肢から番号で記入してください。

選択肢にない場合は、入会のきっかけを直接記入欄に書いてください（空欄にはしないでください）。

選択肢：①広報まつどを見た ②松戸市ホームページを見た ③シニアクラブの方（友人を含む）から誘われた ④シニアクラブの活動やはつらつ主催イベント等を見学し、興味を持った

⑤町会の回覧や公共施設等でチラシを見た ⑥家族に誘われた

●クラブ退会者の記入方法

【クラブ退会者】

令和７年度補助金申請時から現時点までに、クラブを退会した方は、取り消し線（二重線）を引いてください。

【クラブを退会した理由】

令和７年度補助金申請時から現時点までに、クラブを退会することになった理由を、下記の選択肢から番号で記入してください。

選択肢にない場合は、理由を直接記入欄に書いてください（空欄にはしないでください）。

選択肢：⑦福祉施設へ入所した・医療機関へ入院した ⑧家族の介護が必要になった ⑨引っ越した ⑩移動手段がなくなった ⑪足腰が悪くなった ⑫亡くなられた

⑬認知症（ご家族から認知症かもしれないと連絡があった、病院で診断を受けたなど）

※令和７年度老人クラブ運営費等補助金申
請の際は、会員名簿の書き方として、「新規
入会者は名簿の一番後ろの番号に記入して
ください。」と指定をしましたが、新規入会の
きっかけをご記入いただければ、その指定に
従わなくても構いません。



1

2

3

4

5

6

7

令和８年　　月　　日

　松 戸 市 長　  

　　松戸市　松戸一丁目１１

　松戸一丁目はつらつクラブ

代　　表　　者　　届

代 表 者 氏 名

代 表 者 住 所

生 年 月 日

団 体 名

代 表 者 名

　上記のとおり相違ないものであり、老人クラブ運営費等補助金の交付

電 話 番 号

に関する一切の責任を私が負うものとする。

団 体 名

　昭和・平成・令和　　１０年４月１日

　昭和・平成・令和　　１０年４月１日

－１３－

　松戸一丁目はつらつクラブ

　会長　松　戸　　一

　松戸市　松戸一丁目１１

明治・大正・　 　　２１年１０月５日生

就 任 年 月 日

　会長　松　戸　　一

設 立 年 月 日

３６６－１１１１

住 所

昭和

記載例

日付は記入しないでください。



松戸一丁目はつらつクラブ会則

（名称）

（事務所）

（組織）

（目的）

（事業）

（役員）

―　１４　―

　　若手委員○名、書記○名及び監事○名を置く。ただし、必要に応じその他役

　　員を置くことができる。

　２　本会の役員は原則として総会において会員の中から互選により選出する。

　３　任期は１期○年、連続で○年までとする。

　４　再任する場合は、後継者の育成及び円滑な役職交代を念頭に置き、役割

　　分担や引継ぎに配慮するものとする。

（２）生きがいを高めるための文化活動の実施

（３）健康を促進するための運動の実施

（４）知識・技能を高める学習機会（介護予防・認知症予防に関する講座等）の 　　　

　　の提供

（５）その他、会の目的を達成するために必要な事業

第６条　本会に、役員として会長１名、副会長○名、会計〇名、女性部長○名、

　　１８歳から５９歳の会員（以下「成人会員」という。）を加入させること

　　ができる。

第４条　本会は、仲間づくりを通じて生活を豊かにするとともに、会員の知識

　　や経験を生かし、明るい長寿社会づくりに資することを目的とする。

第５条　前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

（１）社会奉仕事業及びボランティア活動の実施

第１条　本会は、「松戸一丁目はつらつクラブ」と称する。

第２条　本会の事務所を○○宅に置く。

第３条　本会の会員は、原則として○○地区内に居住する６０歳以上の者を

　　もって組織する。ただし、円滑な運営を図るため６０歳以下の会員の加入を

　　妨げない。

　２　前項の円滑な運営のため、会員全体の過半数を超えない人数に限り、

記載例



（役員の業務）

（会計）

　２　会費は、会員１人月額○○円とする。

　３　資金は、会長名義もしくはクラブ名義をもって預金し、会計が保管する。

　４　本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日をもって

　　終わる。

（成人会員の位置付け）

―　１５　―

　　び指定された役員と情報を共有し、引継ぎが可能な状態で保管しなければ

　　ならない。

第９条　成人会員は、本会の目的に賛同し、将来、自身が高齢者になったときも

　　地域で安心して参加できる地域づくりを目指し、各種活動に参加することに

　　より、シニアクラブの活性化に寄与する。

　２　一定期間、成人会員が活動の補完的役割を担うことも妨げない。

（８）会長の権限で、事務運営のための「事務補助員」を置くことができる。

　２　役員は本会の円滑かつ継続的な運営のため、役職ごとの引き継ぎ書等を

　　作成することにより、次世代の担い手の育成及び役員体制の円滑な更新に努

　　めるものとする。

第８条　本会の経費は、会費、補助金、寄附金、事業収入をもって支弁する。

　５　会計は、帳簿、通帳、領収書その他の会計関係書類について、会長およ

（４）女性部長は、女性会員の活動促進及びクラブ事業の円滑な運営に協力

　　する。

（５）若手委員は、行事や事務処理の補助を行うことで円滑なクラブ活動に

　　協力するとともに、IT活用等の新しい視点による提案を行う。

（６）書記は、総会、役員会等の議事内容を整理する。

（７）監事は、本会の経理状況を監査する。

第７条　本会の役員は、次の業務を担当する。

（１）会長は、本会を代表し、会務を総括する。

（２）副会長は、会長を補佐するとともに、会の円滑な運営に必要な事務を

　　統括する。また、会長に事故あるときはその職務を代行する。

（３）会計は、本会の会計事務を処理し、財務を管理するとともに、健全な財政

　　運営に努める。



（成人会員の役割）

（会長欠員時の取り扱い）

（相談役）

（関係帳簿等）

第13条　本会に次の帳簿を備える。

（１）予算書及び事業計画書

（２）決算書及び事業報告書

（３）会則

（４）会員名簿

（５）会計簿　（現金出納帳・科目別整理簿）

（６）証拠票綴り

（７）各役員業務内容引継ぎ書

（８）クラブ活動日誌綴り

（９）議事録

（10）備品台帳：適宜作成

（11）諸文書綴り：国・県・東葛飾・市老連からの会報、連絡事項等綴り

（12）その他必要簿冊

　附則

　この会則は、○○○○年○月○日から施行する。

―　１６　―

第11条　会長が欠けた場合は、副会長がその職務を代行し、役員会は速やかに

　　今後の体制について協議するものとする。

第12条　本会は、必要に応じて役員経験者の中から「相談役」を置くことがで

　　きる。

　２　相談役は会長の求めに応じて、助言を行うものとし、議決権を有しない。

第10条　前条の２項は、次に掲げる役割のいずれかを担うことを原則とする。

（１）世代間交流に関する調整

（２）地域団体等との連携に関する調整

（３）行事運営の補助

（４）会務運営に関する補助

（５）その他、会長がクラブ活動に必要と認める事項



松戸市老人クラブ運営費等補助金交付請求書

令和８年　　月　　日

（あて先）松戸市長      　

　令和８年○月○○日付け松戸市指令第○○号の○○をもって補助金の

交付決定のあった松戸市老人クラブ運営費等補助金の交付を受けたいので、

松戸市補助金等交付規則第１５条の規定により下記のとおり請求します。

　

　　　　　　　　　　　　　　記

　 　 請求金額

　　（運営費　７３，９２０円）

　　（研修費　６９，９６０円）

－１７－

住 所 　松戸市　松戸一丁目１１

団 体 名 　松戸一丁目はつらつクラブ

代 表 者 名 　会長　松　戸　　一　　㊞

１４３，８８０  円

記載例

日付は記入しないでください。

印鑑を忘れないでください。

日付等は記入しないでください。

申請書と同じにし
てください。



　　　令和８年　　月　　日

松 戸 市 長     

住　所 松戸市　松戸一丁目１１

団体名 松戸一丁目はつらつクラブ

代表者名 会長　　松　戸　　　一　　㊞

　　　老人クラブ運営費等補助金につきましては、下記のとおり口座を指定しま

　　すので振替えてくださるよう依頼します。

       千　葉 銀　　　　　　行

農業協同組合 本店
信　用　金　庫 支店

信　用　組　合 出張所

　　　　　　①　普通預金 ２．当座預金

1 2 3 4 5 6 7

  フ リ ガ ナ

口  座  振  替  依  頼  書

記

金融機関名

松　戸

預金の種類

口 座 番 号

　　マツドイッチョウメハツラツクラブ

　　カイケイ　チバ　ヤイ

口 座 名 義
　　松戸一丁目はつらつクラブ

　　会計　千葉　やい

　－１８－

①金融機関名・口座番号、口座名義人は必ず通帳のとお

り記入してください。
②預金通帳の番号・名義人がわかる表紙と次頁のコピー
を添付してください。

記載例

通帳名義が「クラブ名＋会長＋令和８年度の会長名」もしくは「クラブ
名のみ」と異なる場合は、委任状（次頁参照）を添付してください。

印鑑を忘れないでください。

日付は記入しないでください。

請求書と同じになりま
す。前年度から変更し
ている場合は口座振替
依頼書と委任状が必要
です



受任者

  住　　所 　松戸市　松戸一丁目１４

  クラブ名 　松戸一丁目はつらつクラブ

  氏　　名

　　　私は、上記の者を委任者と定め、松戸市老人クラブ運営費補助金の

　　受領に関する権限を委任します。

　　令和８年　　月　　日

委任者

  住　　所 　松戸市　松戸一丁目１１

  クラブ名 　松戸一丁目はつらつクラブ

  氏　　名 　会長　松　戸　　一　　㊞

－１９－

委   任   状

●注意点
　通帳名義が「クラブ名＋会長＋令和８年度の会長名」もしくは
「クラブ名のみ」の場合は委任状は不要ですが、

「代表　○○ ○○」「代表者　○○ ○○」「会計　○○ ○○」
「会長以外の名前」等の場合は、委任状を提出していただく必要
があります。

　下記の記載例は、松戸一丁目はつらつクラブの預金通帳名義が
「会長　松戸 一」ではなく「会計　千葉 やい」さんになってい
る場合です。

　　会　計　　千葉　やい

印鑑を忘れないでください。

記載例

請求書と同じに
してください。

通帳名義と同
じにしてくだ
さい。

日付は記入しないでください。



第4号様式

　　　　令和８年３月３１日

（あて先）松戸市長　　　

　　

　松戸市　松戸一丁目１１

　松戸一丁目はつらつクラブ

　会長　松戸　一

　令和○年○月○○日付け松戸市指令第○○○号の○○で交付決定のあった

松戸市老人クラブ運営費等補助金に係る事業について、松戸市補助金等交付

規則第１１条の規定により関係書類を添えてその実績を報告します。

記

１ 実績報告額 １４３，８８０円

（運営費　７３，９２０円）

（研修費　６９，９６０円）

２ 添付書類

　（１）事業報告書

　（２）決　算　書

住 所

団 体 名

代 表 者 名

－２０－

松戸市老人クラブ事業実績報告書

記載例

令和８年３月３１日現在
の会長名で提出ください。

年度途中で加入したクラブは金額が異なりますの
で、ご注意ください。



項　目 回 回 回 回

月 数 数 数 数

友愛訪問 ○○周辺地域など 2 写真散策 戸定邸周辺 1 ゲートボール ○○公園 2 交通安全講話 ○○警察署 中止

4 防犯パトロール ○○小学校周辺 10 囲碁、将棋 ○○自治会館 1 グラウンドゴルフ ○○公園 2

月 本の読み聞かせ ○○保育園、小学校 1 民謡・舞踊練習 松戸市民会館 2 なのはな体操 ○○公園 2

清掃・環境美化活動 ○○公園 2 健康麻雀 ○○自治会館 1 ゲートボール大会 松戸運動公園 2 日帰り研修旅行 戸定邸巡り 1

5 友愛訪問 ○○周辺地域など 2 トリコロキューブ練習 ○○市民センター 1 グラウンドゴルフ大会 松戸運動公園 2

月 防犯パトロール ○○小学校周辺 10 囲碁・将棋 松戸市民会館 2 体力検査 松戸市民会館 1

清掃・環境美化活動 ○○公園 1 カラオケ ○○カラオケ店 1 ゲートボール ○○公園 2 他団体活動視察 ○○クラブ活動場所 1

6 防犯パトロール ○○小学校周辺 10 民謡・舞踊練習 松戸市民会館 1 グラウンドゴルフ ○○公園 2

月 本の読み聞かせ ○○保育園、小学校 1 トリコロキューブ大会 ○○市民センター 2 なのはな体操 ○○公園 2

モルック ○○公園 2

友愛訪問 ○○周辺地域など 2 健康麻雀 ○○自治会館 1 ゲートボール ○○公園 2 熱中症予防講座 ○○市民センター 1

7 防犯パトロール ○○小学校周辺 10 囲碁、将棋 ○○自治会館 1 グラウンドゴルフ ○○公園 2

月 民謡・舞踊練習 松戸市民会館 2 ラジオ体操 ○○公園 2

ボッチャ ○○市民センター 2

友愛訪問 ○○周辺地域など 2 健康麻雀 ○○自治会館 1 ゲートボール ○○公園 2 手話講習会 ○○自治会館 1

8 本の読み聞かせ ○○保育園、小学校 1 囲碁、将棋 ○○自治会館 1 グラウンドゴルフ ○○公園 2

月 子ども食堂 ○○自治会館 2 民謡・舞踊練習 松戸市民会館 2 なのはな体操 ○○公園 2

ペタンク ○○公園 2

社会奉仕の日 ○○駅周辺など 1 囲碁・将棋 松戸市民会館 1 ゲートボール ○○公園 2 パソコン・スマホ教室 ○○市民センター 1

9 防犯パトロール ○○小学校周辺 10 民謡・舞踊練習 勤労会館 1 グラウンドゴルフ ○○公園 2

月 廃品回収 各会員宅 1 作品展開催 松戸市民会館 2 ラジオ体操 ○○公園 2

ボウリング ○○ボウリング場 2

（団体名　：　松戸一丁目はつらつクラブ　） ※裏面もご記入ください

社 会 奉 仕

活 動 事 業
活動場所 文 化 活 動 事 業 活動場所 健 康 増 進 事 業 活動場所

　備　　考

　◎この書類は申請の際に添付する

―
２

１
―

令　和　７　年　度　事  業　報　告　書

研 修 事 業 活動場所

会則のクラブ名を記入してください。

記載例

事業を行う場所をそれぞれ記入してください。

事業計画書は市とはつらつクラブ連合会で１部ずつ保管するため、合計２部提出をお願いいたします。

研修事業をできなかった場合は、回数の欄に
「中止」とご記入ください。

会則のクラブ名を記入してください



項　目 回 回 回 回

月 数 数 数 数

友愛訪問 ○○周辺地域など 2 健康麻雀 ○○自治会館 1 ゲートボール大会 松戸運動公園 2 認知症予防講演会 松戸市民劇場 1

10 共同募金活動 ○○駅周辺 1 トリコロキューブ練習 ○○市民センター 1 グラウンドゴルフ大会 松戸運動公園 2

月 清掃・環境美化活動 ○○公園 1 民謡・舞踊練習 勤労会館 1 なのはな体操 ○○公園 2

本の読み聞かせ ○○保育園、小学校 1 モルック ○○公園 2

清掃・環境美化活動 ○○公園 1 カラオケ ○○カラオケ店 1 ゲートボール ○○公園 2 成年後見制度講座 ○○自治会館 1

11 防犯パトロール ○○小学校周辺 10 トリコロキューブ大会 ○○市民センター 1 グラウンドゴルフ ○○公園 2

月 子ども食堂 ○○自治会館 2 民謡・舞踊練習 松戸市民会館 2 ラジオ体操 ○○公園 2

ボッチャ ○○市民センター 2

友愛訪問 ○○周辺地域など 2 健康麻雀 ○○自治会館 1 ゲートボール ○○公園 2 生活習慣予防料理講習 ○○調理室 1

12 囲碁、将棋 ○○自治会館 1 グラウンドゴルフ ○○公園 2

月 民謡・舞踊練習 松戸市民会館 2 体力検査 ○○自治会館 1

本の読み聞かせ ○○保育園、小学校 1

清掃・環境美化活動 ○○公園 1 健康麻雀 ○○自治会館 1 ゲートボール ○○公園 2 フレイル予防講習 ○○自治会館 1

1 防犯パトロール ○○小学校周辺 10 囲碁、将棋 ○○自治会館 1 グラウンドゴルフ ○○公園 2

月 本の読み聞かせ ○○保育園、小学校 1 民謡・舞踊練習 松戸市民会館 2 なのはな体操 ○○公園 2

ペタンク ○○公園 2

清掃・環境美化活動 ○○公園 1 写真散策 ２１世紀の森と広場周辺 1 ゲートボール ○○公園 2 悪質商法・詐欺対応講習 ○○警察署 1

2 友愛訪問 ○○周辺地域など 2 囲碁、将棋 ○○自治会館 1 グラウンドゴルフ ○○公園 2

月 防犯パトロール ○○小学校周辺 10 民謡・舞踊練習 松戸市民会館 2 ラジオ体操 ○○公園 2

社会福祉施設慰問 ○○老人ホームなど 1 健康麻雀 ○○自治会館 1 ゲートボール ○○公園 2 防災研修会 ○○自治会館 1

3 防犯パトロール ○○小学校周辺 10 囲碁、将棋 ○○自治会館 1 グラウンドゴルフ ○○公園 2

月 本の読み聞かせ ○○保育園、小学校 1 民謡・舞踊練習 勤労会館 2 なのはな体操 ○○公園 2

ボウリング ○○ボウリング場 2

―
２

２
―

令　和　７　年　度　事  業　報　告　書 （団体名　：　松戸一丁目はつらつクラブ　） ※表面もご記入ください

社 会 奉 仕

活 動 事 業
活動場所 活動場所 健 康 増 進 事 業 活動場所 研 修 事 業 活動場所

歳末たすけあい募金

活動
1

　備　　考

　◎この書類は申請の際に添付する

文 化 活 動 事 業

記載例



（単位：円）

科　　目 金　　額 摘　　要 科　　目 財源内訳 金　　額 摘　　要

運 営 費
補 助 金

9,865 クリーン作戦事前打ち合わせ会場費

研 修 費
補 助 金

0

会 費 等
自 主 財 源

43,000 募金、清掃用具購入費

個人会費
運 営 費
補 助 金

10,652 健康麻雀等の事務用品費

200円×12ヶ月×50人
研 修 費
補 助 金

20,000 舞踊講習の講師謝礼

会 費 等
自 主 財 源

43,000 お弁当代等

運 営 費
補 助 金

11,622 GG,GB等の保険料、事務用品費

補助金及 市運営費　73,920円
研 修 費
補 助 金

21,000 健康講座の会場費

び助成金 町会補助金　20,000円
会 費 等
自 主 財 源

54,000 お弁当代等

市研修費　69,960円
運 営 費
補 助 金

20,000 出前講座の案内チラシ印刷費等

研 修 費
補 助 金

30,000 認知症予防講演会交通費

会 費 等
自 主 財 源

0

運 営 費
補 助 金

22,367
役員会・会長会の消耗品費

成人会員勧誘チラシ作成費

会 費 等
自 主 財 源

0

8,000 市老連会費

2,000 支部会費

繰　越　金
会 費 等
自 主 財 源

10,540 次年度への繰越金

団 体 名　松戸一丁目はつらつクラブ

代表者名　会長　松戸　一

事業収入 4,000

雑 収 入

事　務　費

※市からの補助金である運営費および研修費に使用した経費の領収書（レシート）の写しをご提出ください。

研修費補助
及び負担金

会 費 等
自 主 財 源

69,960

預金利子

―２３―

100

雑　　費 8,000

合  　計

　令和８年３月３１日

314,046314,046

総会の備品修繕費

合  　計

寄 付 金

令 和 ７ 年 度 収 支 決 算 書

　会　費　等　

収　　　　　入

繰 越 金 25,066

文 化 活 動
事 業 費

支　　　　　出

社 会 奉 仕
活 動 事 業 費

120,000

前年度からの繰越金

93,920

公園清掃等

会 費 等
自 主 財 源

負　担　金

健 康 増 進
事 業 費

1,000

研 修 事 業 費
（上記３つの事業
に分類できない会
員向けの事業）

記載例

令和８年度収支予算
書（１０頁）の「収
入 繰越金」と同じ
金額になります。

合計の収入・支出の額は同額になります。

令和８年３月３１日現在
の会長名で提出ください。



　下記のとおり変更がありますので、松戸市老人クラブ運営費等

補助金交付要綱第５条の規定により届出します。

・会則の変更（別紙のとおり）

・団体名の変更

 旧 団 体 名

 新 団 体 名

　　　　　　年　　月　　日

団体名 まつど一丁目はつらつクラブ

会長名 松戸　一

－２４－

団 体 名
変 更 届

会　則

　松戸一丁目はつらつクラブ

　まつど一丁目はつらつクラブ

記

変 更 内 容

記載例

団体名を変更した場合は
新しい団体名をご記入ください。

変更事項に丸をつけてください。

変更事項に丸をつけてください。

日付は記入しないでください。

どの部分を変更したかを簡潔に記入し、
新しい会則を添付してください。



１．団 体 名 松戸一丁目はつらつクラブ

２．新代表者氏名 会 長 松戸　花子

明治・大正・昭和　　２０年　９月　１７日生

３．新代表者住所 松戸市 松戸一丁目２０

電　話 ３６６－２２２２

４．就任年月日

　

　上記のとおり、代表者が変更になりましたので、松戸市老人クラブ

運営費等補助金交付要綱第５条の規定により届出します。

　　　　　　年　　月　　日

前任者 松戸　一

後任者 松戸　花子

－２５－

代 表 者 変 更 届

令和８年 ４月 １日

記載例

日付は記入しないでください。



ＭＥＭＯ
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№ 内容 回答 

1 

申請書類は、デー

タでもらえます

か？ 

松戸市ホームページからダウンロード出

来ます。 

また、メールで送付することも可能です。

ご希望の方は下記市役所高齢者支援課の

アドレスまでご連絡ください。 

Mail：mckoureisha@city.matsudo.chiba.jp 

2 

書類の作成でわか

らない部分がある

ときは？ 

同封している「松戸市老人クラブ運営費等

補助金申請の手引き」をご参照ください。

それでもわからない場合は、市役所高齢者

支援課までお問合せください。 

℡：047-366-7346 

3 

クラブ名、会長名

が既に印刷された

書類が入っていた

が、これはなに

か？ 

昨年度の補助金申請にて提出していただ

いたクラブ名等の情報を基に、作成した書

類です。 

令和８年度より、クラブ名もしくは会長名

が変わる場合は二重線にて修正してくだ

さい。 

（書類により押印の要・不要があります。） 

4 

会長が変更になっ

たがどうすればい

いか？ 

「代表者変更届」を提出してください。 

また、会長がいつ変更になったかによっ

て、前会長名で提出していただく書類があ

ります。 

詳しくは市役所高齢者支援課までお問い

合わせください。 

℡：047-366-7346 
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5 

クラブを休会もし

くは解散しようと

思っているが、書

類は何を提出すれ

ばいいか？ 

休会もしくは解散する場合は、「休会・解

散届」と実績報告関係の書類を提出してく

ださい。 

詳しくは市役所高齢者支援課までお問合

せください。 

℡：047-366-7346 

6 
クラブの休会と

は？ 

クラブの休会とは、会員数の減少や会長等

の役員のなり手がいないなど、クラブ活動

に支障が出たとしてもすぐに解散とはせ

ず、クラブの運営体制の立て直し期間を設

ける制度です。ですが、休会届を提出して

から提出年度の４月１日を起算日として、

次年度の４月３０日までにクラブ活動を

再開できなければ、解散扱いとなりますの

で、ご注意ください。 

7 

休会から活動を再

開する場合の手続

きはどうするの

か？ 

松戸市老人クラブ運営費等補助金申請を

していただき、承認を受けた日が属する 

月から活動を再開したものとみなします。 

8 
休会中に補助金は

出るのか？ 

出ません。また、補助金を交付してから年

度途中で休会もしくは解散する場合は、補

助金を返還してもらう必要がございます。 

9 

書類はどのように

提出すればいい

か？ 

郵送にて提出してください。 

10 
いつから郵送の受

付をしているか？ 

順次受付しておりますので、書類が整い次

第郵送をお願いします。 
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11 

いつまでに書類を

郵送すればいい

か？ 

令和８年４月１４日（火）までです。 

※令和７年度実績報告書類一式は補助金

の精算処理があるため、期限厳守でお願い

いたします。補助金の使途に関わる部分の

記載のみで構いません。 

12 

期限内に郵送が難

しい場合はどうす

ればいいか？ 

市役所高齢者支援課までお問合せくださ

い。 

℡：047-366-7346 

13 郵便料金は？ 

クラブにてご負担ください。 

恐れ入りますが、郵便料金の不足が発生し

ないようにお願いいたします。 

【参考】角 2 封筒 普通郵便 

100g 以内 180 円、150g 以内 270 円 

14 郵送用の封筒は？ 
恐れ入りますが、クラブでご用意くださ

い。 

15 郵送先は？ 

〒271-8588 

松戸市根本 387-5 

松戸市役所高齢者支援課  

尾上・宮本・佐藤までお願いします。 

16 
郵送の際、書留等

の指定はあるか？ 
書留、内容証明等の指定はございません。 

17 

書類を受領した等

の連絡はあります

か？ 

市役所から連絡はいたしません。 

書類を確認し不備等があった場合は、連絡

することがあります。 



29 

18 

押印が必要な書類

と不要な書類があ

るがどうしてなの

か？ 

市全体の押印見直し指針により原則とし

て押印不要となりましたが、請求書・口座

振替依頼書・委任状については、会計処理

上押印が必要となります。 

19 

事業計画書と会員

名簿の提出が 2 部

となっているが、

なんでなのか？ 

1 部は、補助金交付の必要書類として市役

所が保管します。 

残り 1 部は、松戸市はつらつクラブ連合会

で保管します。 

20 

会員名簿の内容

は、全て記入しな

ければならないの

か？ 

原則すべての内容について記入をお願い

いたします。 

但し、個人情報保護の観点から一部省略し

て記入することも差し支えございません。 

詳しくは市役所高齢者支援課までお問い

合わせください。℡：047-366-7346 

21 

連合会と支部への

年会費の集金はど

のように行うので

すか？ 

支部により集金の時期や方法が異なりま

す。支部役員に確認してください。 

22 
書類に不備等があ

った場合は？ 

原則、会長にご連絡します。 

なお、会長と連絡が取れない場合は副会

長・会計など役員にご連絡させていただく

ことがあります。 

また、不備の内容によっては、市役所にお

越しいただく場合がありますので、ご了承

ください。 
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23 

振込み完了の連絡

は市役所からあり

ますか？ 

市役所から連絡する予定はありません。 

24 

補助金はいつごろ

振り込まれます

か？ 

指定の口座に６月下旬から７月上旬ごろ

に振り込む予定です。 
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【手引き１４ページから１６ページの会則案変更について】 

№ 内容 回答 

1 

会則第３条の２

で、なぜ年齢要件

を緩和して成人

（１８歳から５９

歳）が加入できる

ようにしたのか？ 

現在のシニアクラブ会員の平均年齢が令

和 7 年度時点で男性会員 81.8 歳、女性会

員 82.0 歳であり、2024 年の日本人平均

寿命（厚生労働省公表）は男性 81.09 歳、

女性87.13歳であることから既存の60歳

以上の会員のみで組織運営をすることが

厳しい状況にございます。その実情を鑑

み、60 歳以上の方だけでなく、より若い

層にも活動に参加していただき、各クラブ

が、これまでの活動や地域との関係を大切

にしながら、無理のない形で活動できる選

択肢を広げるためです。 

2 

会則第６条の３で

これまでの会則の

参考例で「再任を

妨げない。」として

いた文言を消去し

て、連続○年とし

た理由は？ 

シニアクラブの課題の一つとして、会長が

やめる、もしくは亡くなってしまった後の

後任が見つからないことで、解散に至るケ

ースが多く報告されています。そのよう

な、状況を改善するため、数年で役員が交

代し、活動の引き継ぎを行うことを前提と

した運営を提案するための判断です。 
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3 

会則の第７条の

(１)で会長が会務

を総括、（２）で副

会長が必要な事務

を統括、（８）事務

運営のための「事

務補助員」を置く

ことができるとい

う書き方をしてい

る理由は？ 

これまで参考例として示していた会則に

は、会長は「会務を統括する」、副会長は

「会長を補佐する」としていました。です

が、それのみだと会長職が業務過多になる

恐れがあるため、会長職だけでなく、副会

長及び事務補助員を置くことで、組織運営

の主軸を副会長以下の役員で担うことと

し、会長職の負担を軽減する手段として示

しました。これはＱ2 と同様、役員のなり

手不足に対応するためです。 

4 

成人会員は、入会

したら会則１０条

に明記されている

何かの役割をしな

ければならないの

か？ 

必ずしも、役割を持っていただくことを前

提とはしておりません。まずは、皆様の活

動に賛同いただき、参加してもらうことだ

けでも構いません。クラブ内の役割の割り

振りについては、会員同士の関係性をもと

に判断してください。 

5 

５９歳以下の会員

が加入する体制に

することは、市の

独断で決めたの

か？ 

市の独断ではなく、千葉県老人クラブ連合

会の役員及び松戸市はつらつクラブ連合

会の役員の方とのヒアリングの上で、実行

するに至りました。 
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6 

高齢者の世話を若

い人に押し付けた

だけではないの

か？ 

シニアクラブは、高齢者のための福祉的な

受け皿ではなく、地域活動の一翼を担う住

民組織であり、これまで担ってきた地域活

動を、無理なく継続するために、自治会や

地域行事に関わってきた人との連携を強

めるものです。高齢者が一方的に支えられ

る立場になるのではなく、経験や知見を地

域に活かす関係を維持することを目的と

しています。 

7 

５９歳以下の会員

が入ると、国が示

しているシニアク

ラブについての法

令などに違反して

いないのか？ 

国の示している「老人クラブ等事業運営要

綱」には、〈年齢は６０歳以上とする。ただ

し、老後の社会活動の円滑な展開に資する

ため、６０歳未満の加入を妨げないものと

する。〉と明記されています。その文言の

〈社会活動の円滑な展開に資するため、６

０歳未満の加入を妨げないものとする。〉

という部分の解釈を拡大し、５９歳以下の

会員が今後の活発なクラブ運営に必要だ

と位置付けたところであり、法令に違反し

ているという考えはございません。 



34 

8 

成人会員が入って

きたら、補助金を

成人会員の活動に

も割り振りしなけ

ればならないの

か？ 

６０歳以上の会員のみが参加する事業も

しくは、６０歳以上の会員と６０歳未満の

会員が共同で行う事業を補助金の対象と

し、６０歳未満の会員のみが行う事業は補

助金の対象としておりません。 

9 

若い人が中心にな

って、シニアクラ

ブの性格が変わる

のでは？ 

会員の過半数は必ず６０歳以上とするた

め、シニアクラブの主体や性格が変わるこ

という認識はありません。 

10 

成人会員を入れる

ことは、全クラブ

強制なのか？ 

強制ではございません。今後の会の運営に

取り入れるかどうかはクラブ内でご相談

ください。 

11 

６０歳未満の方が

役員をしているク

ラブの前例はある

のか？ 

新松戸地域内でテニスを中心に集まった

団体でしたが、ゴミ拾いなどの社会奉仕活

動や認知症予防講座などの研修事業など

の地域の活性化に寄与する活動を行って

いるため、令和７年１１月より、シニアク

ラブとして、連合会に加入し、補助金を交

付しました。そのクラブは４０代の方がそ

れぞれ会長、副会長、会計等の役割を担っ

ており、会員全体の過半数以上は６０歳以

上の方でした。 
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12 

補助金申請書類の

会員名簿に成人会

員を記入しても問

題ないのか？ 

６０歳未満の会員がクラブの会員数全体

の過半数を超えない限り、問題ございませ

ん。 

13 

６０歳未満の会員

が役員を担っても

問題ないのか？ 

問題ありません。年齢の下限を１８歳とし

ているのは、社会的な責任能力の有無を考

慮したためです。 

14 

会則の記載例で

18 歳を会員名簿

に記載できる年齢

の下限としている

が、もっと上の年

齢を下限としてク

ラブ内で設定して

よいのか？ 

クラブ内での協議の上、円滑な運営のため

に必要であれば、問題ございません。 

 

上記以外にご不明な点ございましたら、市役所高齢者支援

課までお問い合わせいただきますようお願いいたします。 

 

 
 ＜問い合わせ先＞ 

松戸市役所 高齢者支援課 尾上・宮本・佐藤 

TEL：３６６－７３４６ 

FAX：３６６－０９９１ 

Mail：mckoureisha@city.matsudo.chiba.jp 


